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北広島市監査委員

北広島市監査委員

北 広 監 査 第 46 号

令 和 4 年 9 月 6 日

北広島市長 上 野 正 三

大 迫　彰

川 村　豊



3

審　査　資　料 4

 （４）将来負担比率 2

令和３年度公営企業資金不足比率審査意見

第１　審査の対象 3

第２　審査の期間 3

第３　審査の方法 3

第４　審査の結果

 （２）連結実質赤字比率 1

 （３）実質公債費比率 1

２　個別意見 1

 （１）実質赤字比率 1

第４　審査の結果 1

１　総合意見 1

第２　審査の期間 1

第３　審査の方法 1

目　　　　　　　　次

令和３年度財政健全化判断比率審査意見

第１　審査の対象 1



第１ 審査の対象

した。

第２ 審査の期間
令和4年8月3日から令和4月8月25日まで

第３ 審査の方法

いるかを主眼に実施するとともに、必要に応じ関係職員に説明を求め審査した。

第４ 審査の結果
第１ 総合意見

に算定されていると認められた。

第２ 個別意見

実質赤字比率

連結実質赤字比率

の黒字であり、連結実質赤字比率は発生していない。

実質公債費比率

イント下回り、良好な状態を維持している。

連結実質赤字比率

財 政 再 生 基 準

％％

％― ％

25.0 ％

％

35.0

17.8 30.00

(1)

(2)

(3)

連結実質赤字比率の算定対象となる全会計の連結実質収支額は28億2,747万6千円

7.4

していない。

一般会計等の実質収支額は6億2,255万5千円の黒字であり、実質赤字比率は発生

％

82.4

(注)　実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、その算定結果が「赤字」の場合のみ数値が表示
　　され、「黒字」の状態である場合には、これらの比率については「-」と表示される。

実質公債費比率は7.4％（前年度6.0％）となっており、早期健全化基準を17.6ポ

令和３年度　財政健全化判断比率審査意見

健全化判断比率名

20.00―

誤りはないか、またその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されて

12.8 ％

審査に付された健全化判断比率は、いずれも適正に作成された書類に基づき正確

審査は、市長から審査に付された健全化判断比率が法令等に照らし、算出過程に

令 和 ３ 年 度

実 質 赤 字 比 率

判断比率」という。)とその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査の対象と

早期健全化基準

令和３年度北広島市一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算に基づく、実

質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率 ％ ％350.0

％

1



将来負担比率

平成30年度財政健全化判断比率審査意見

平成30年度公営企業資金不足比率審査意見

(4)

ポイント下回り、良好な状態を維持している。

将来負担比率は82.4％（前年度89.0％）となっており、早期健全化基準を267.6

公債費による財政負担の度合いの判断指標である実質公債費比率は3年間
の単年度比率の平均で、平成28年度は4.1％であり前年度より0.3ポイント
低下している。しかし、単年度比率は起債の元利償還額（分子）が増加
し、臨時財政対策債（分母）が減少したことなどにより4.9％となり、前年
度の4.0％から0.9ポイント増加している。
　なお、公債費による財政負担の度合いの判断指標である実質公債費比率
は3年間の単年度比率の平均で、平成28年度は4.1％であり前年度より0.3
ポイント低下している。しかし、単年度比率は起債の元利償還額（分子）
が増加し、臨時財政対策債（分母）が減少したことなどにより4.9％とな
り、前年度の4.0％から0.9ポイント増加している。

この比率が28年度の単年度比率が増加した主な要因としては、算定基礎の
分子では、臨時財政対策債発行可能額などが減少したことに伴い標準財政
規模が地方債の現在高が増加したこと。また、分母では普通交付税及び臨
時財政対策債発行可能額などが減少したことによるものである。
　28年度の単年度比率では、臨時財政対策債発行可能額の減により全体と
して分母が減少となった。
　一方、分子である、起債の元利償還額が増加し、そのために必要な一般
財源が増加したことにより公債費充当一般財源等が27年度から増加した。
この結果、単年度比率が4.9％になり、昨年度から増加したが、３年間の平
均では、前年度比0.3％減の4.1％となった。

なお、この比率が前年度に比べて減少した主な要因としては、算定基礎の分母に

おいて、基準財政収入額の増等により標準財政規模が増額となったためである。
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第１ 審査の対象

第２ 審査の期間
令和4年8月3日から令和4月8月25日まで

第３ 審査の方法

第４ 審査の結果
　審査に付された資金不足比率は、いずれも適正に作成された書類に基づき正確に

算定されていると認められた。

　水道事業会計は16億1,179万6千円(前年度16億8,406万4千円）、下水道事業会計
は4億1,771万5千円の資金剰余（黒字）であり、資金不足比率は発生していない。

令 和 ３ 年 度

20 ％

会 計 名

　　　この比率については「－」と表示される。

経営健全化基準

％

― ％

令和３年度　公営企業資金不足比率審査意見

水 道 事 業 会 計

下水道事業特別会計

　令和３年度北広島市水道事業会計及び下水道事業会計の決算に基づく、資金不足
比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査の対象とした。

―

（注）資金不足比率は、資金不足額・剰余額又は実質収支の算定結果が

　　「赤字」の場合のみ数値が表示され、「黒字」の状態である場合には、

　審査は、市長から審査に付された資金不足比率が法令等に照らし、算出過程に誤
りはないか、またその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されてい
るかを主眼に実施するとともに、必要に応じ関係職員に説明を求め審査した。
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・　健全化判断比率等の対象範囲

・　指標が示す財政状況

審　　査　　資　　料

１　実質赤字比率

２　連結実質赤字比率

３　実質公債費比率

４　将来負担比率

５　資金不足比率
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１あ 実質赤字比率

（１）対象となる会計対象となる会計

（２）実質赤字比率実質赤字比率

＊

標準財政規模内訳

標準税収入額等 ・基準財政収入額

普通交付税額 ・税源移譲相当額

臨時財政対策債発行可能額 ・地方消費税交付金引上分

・地方譲与税等

・交通安全対策特別交付金

（３）実質赤字比率実質赤字比率の算定

（注）実質赤字額の△表示は、実質収支が黒字を表している。

程度を指標化するもので、財政運営の悪化の度合いを示すものである。

発生していない。

60,554 0

合　　　計

（注）標準税収入額等は［｛基準財政収入額－（市民税所得割における税源移譲相当額の25％）－

（地方消費税交付金における引き上げ分の25％）－地方譲与税－交通安全対策特別交付金｝×

100／75］+地方譲与税+交通安全対策特別交付金で計算している。

霊園事業特別会計 60,554 0

163,145

32,357,878

1,010,569 768,415

合　　　計 14,370,023
213,134

（単位：千円）

区　　　分
歳 入 総 額 歳 出 総 額 実質赤字額

Ａ Ｂ

翌年度繰越財源

Ｄ＝(Ｂ＋Ｃ)－Ａ　　　　　Ｃ

31,572,178 △ 622,555163,145

一般会計に霊園事業特別会計を加えたもの（以下「一般会計等」という。）である。

一般会計等の実質赤字額

実質赤字比率　＝ 　×　100（％）

標準財政規模

　標準財政規模とは、北広島市の歳入のうち標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一
般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税額、臨時財政対策債発行可能額を加
算した額で、本年度は143億7,002万3千円となっている。

実質赤字比率とは、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率である。赤字の

本年度の一般会計等の実質収支額は6億2,255万5千円の黒字となったことから、当該比率は

10,759

（単位：千円）

区　　　分 金　　額 金　　額

8,880,152 7,046,485

4,479,302 553,177

32,418,432 31,632,732 △ 622,555

一 般 会 計
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２あ 連結実質赤字比率

（１）対象となる会計対象となる会計

（２）実質赤字比率連結実質赤字比率

合計は28億2,747万6千円の黒字額（剰余額）となったため、当該比率は発生していない。

＊

（３）実質赤字比率連結実質赤字比率の算定

　一般会計等・特別会計

公営企業会計

（注） ＊ 実質赤字額及び資金不足額の△表示は、連結実質収支が黒字を表している。

水道事業 1,736,965 125,169 0 △ 1,611,796

小 計 ③ 2,427,353 397,842 0 △ 2,029,511

下水道事業 690,388 272,673 0 △ 417,715

　合　計　①+②+③ 47,290,868 44,300,247 163,145 △ 2,827,476

小 計 ② 12,445,083 12,269,673 0 △ 175,410

区　　　分
流動資産　＋ 流動負債　－ 解消可能資金 資金不足額

貸倒引当金　Ａ 企業債等　Ｂ 不足額　　Ｃ Ｄ＝(Ｂ－Ｃ－Ａ)

介 護 保 険 4,893,449 4,773,475 0 △ 119,974

後 期 高 齢 者 医 療 1,000,633 996,333 0 △ 4,300

小 計 ① 32,418,432 31,632,732 163,145 △ 622,555

国 民 健 康 保 険 事 業 6,551,001 6,499,865 0 △ 51,136

一 般 会 計 32,357,878 31,572,178 163,145 △ 622,555

霊 園 事 業 60,554 60,554 0 0

　連結実質赤字額は、一般会計等と特別会計の実質赤字額（黒字額）に公営企業会計の
資金不足額（剰余額）を合算して算定した額である。

（単位：千円）

区　　　分
歳 入 総 額 歳 出 総 額 翌年度繰越財源 実質赤字額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ＝(Ｂ＋Ｃ)－Ａ

連結実質赤字比率　＝ 　×　100（％）
標準財政規模

一般会計等に国民健康保険事業等の特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計（以下

連結実質赤字比率とは、全ての会計の赤字や黒字を合算（連結）した市全体の連結実質赤

字額（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率である。市全体の赤字の程度を指標化

本年度は、一般会計等・特別会計及び公営企業会計を合わせた全会計の連結実質収支額の

「公営企業会計」という。）を加えた全ての会計である。

するもので、財政運営の悪化の度合いを示すものである。

連結実質赤字額
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３あ 実質公債費比率

（１）対象となる会計対象となる会計

物処理組合等である。

（２）実質赤字比率実質公債費比率

ればならないとされている。

25％以内である。

＊ 準元利償還金とは、次の①から⑤までの合計額である。

④ 債務負担行為に基づく支出のうち、公債費に準ずるもの

⑤ 一時借入金の利子

額の標準財政規模に対する比率である。借入金（地方債）の返済額及びこれに準ずる額の大

この比率が18％以上になると地方債の発行に許可が必要となり、25％以上になると財政の

早期健全化を図るための｢財政健全化計画｣を策定し知事へ報告しなければならない。さらに

本年度の3カ年を平均した実質公債費比率は7.4％（前年度6.0％）で、早期健全化基準の

きさを指標化し、資金繰りの程度を示すもので、過去3カ年の平均を用いる。

35％以上になると財政の再生を図るための｢財政再生計画｣を策定し､総務大臣の同意を得なけ

③ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方
債の償還の財源に充てたと認められるもの

（地方債の元利償還金＋準元利償還金（＊））－（特定財源＋元
利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）実質公債費比率

＝ ×　100（％）
（３カ年平均） 　標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政

需要額算入額）

① 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合に
おける1年当たりの元金償還金相当額

② 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財
源に充てたと認められるもの

実質公債費比率とは、一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金の合計

一般会計等、特別会計、公営企業会計のほか一部事務組合、広域連合への負担金等のう

ち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるものが含まれる。本市が加

入する一部事務組合等は、石狩東部広域水道企業団、石狩教育研修センター組合、道央廃棄
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（３）対象となる会計実質公債費比率の算定

⑩事業費補正により算入された準元利
償還金

265,083

特定財源（都市計画税、住宅使用料等）⑧ Ｂ 574,858

3,048,475

501,834 517,552

Ａ 2,940,758 2,902,306

⑦一時借入金の利子 237 536 204

元利償還金・準元利償還金合計（①～⑦）

299,735 307,044

　実質公債費比率分子　Ｄ＝（Ａ－Ｂ－Ｃ） 1,059,514 902,163 786,811

元利償還金・準元利償還金に係る
Ｃ 1,487,127 1,521,043 1,540,637

基準財政需要額算入額（⑨～⑭）

基準財政需
要額算入額

⑨事業費補正により算入された元利償
還金

121,473 138,635 156,994

⑪災害復旧費等に係る元利償還金 1,038,731 1,020,744 1,013,836

⑫災害復旧費等に係る準元利償還金

⑬密度補正により算入された元利償還
金

⑭密度補正により算入された準元利償
還金

61,840

468,724 520,687

⑤一部事務組合等の地方債の償還に充
てたと認められる負担金等

29,348 30,940 31,681

⑥公債費に準ずる債務負担行為に係る
もの

89,878 90,079 75,913

61,929 62,763

　実質公債費比率の分子は、地方債の元利償還金に準元利償還金を加えたものから特定財源と
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額を控除したものであり、次表のとおり
である。

（単位：千円）

項　　　　　　　　目 令和３年度 令和２年度 令和元年度

準元利償還金

元利償還金

①元利償還金(繰上償還額等を除く) 2,474,963 2,350,479 2,273,821

②積立不足額を考慮して算定した額

③満期一括償還地方債の1年当たりの
元金償還金相当額

④公営企業債の償還に充てたと認めら
れる繰入金

454,049
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実質公債費比率　（単年度）

＊

＊

＊

　準元利償還金とは、公営企業等が発行した地方債の償還に対する一般会計からの繰入
金等である。

　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額とは、市が事業を行うために
地方債を発行して財源調達した場合に、その償還額の全部または一部が基準財政需要額
に算入され、地方交付税に算入されると見込まれる額のうち地方交付税として、その年
に算入された額である。

　基準財政需要額とは、自治体が標準的な行政を合理的水準で実施したと考えたときに
必要と想定される「一般財源の額」であるが、行政経費に充てられる財源のうち国庫補
助金や使用料など特定財源を除いた額である。

実質公債費比率分母 Ｆ 12,882,896 12,145,301 11,696,386

8.22419 7.42808 6.72696 7.4

実質公債費比率分子 Ｄ 1,059,514 902,163 786,811

Ｆ＝（Ｅ－Ｃ） 12,882,896 12,145,301 11,696,386

（単位：千円、％）

実質公債費比率分母

E 14,370,023 13,666,344 13,237,023

Ｃ

項　　　　　目 令和３年度 令和２年度 令和元年度 ３ヵ年平均

1,487,127 1,521,043 1,540,637

標準財政規模（⑮～⑰）

元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

標準財政
⑯普通交付税額

　実質公債費比率の分母は、標準財政規模から元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要
額算入額（分子と同額）を控除したものであり、次表のとおりである。

規 模
⑰臨時財政対策債発行可能額 1,010,569 710,135 726,155

項　　　　　　　　目 令和３年度 令和２年度 令和元年度

⑮標準税収入額等

4,479,302 3,780,097 3,757,843

（単位：千円）

8,880,152 9,176,112 8,753,025
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４あ 将来負担比率

（１）対象となる会計対象となる会計

（２）実質赤字比率将来負担比率

　本年度の将来負担比率は82.4％（前年度89.0％）で、早期健全化基準の350％以内である。

＊ 将来負担額とは、次の①から⑧までの合計額である。

① 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

② 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第5条各号の経費に係るもの）

③ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

④

⑤

⑥

⑦ 連結実質赤字額

⑧ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち、一般会計等の負担見込額

当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見
込額

退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担
見込額

地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担して
いる場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会
計等の負担見込額

　なお、充当可能基金は、上記①から⑥までの償還額等に充てることができる地方

自治法第241条の基金である。

　一般会計等、特別会計、公営企業会計、一部事務組合等のほか土地開発公社、夜間急病協会
が含まれる。

　将来負担比率とは、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債が、標準財政規模に対してど
の程度あるかを示す比率である。これらの負債の現時点での残高（将来負担額）を指標化し、
将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示すものである。

将来負担額（＊）－（充当可能基金＋特定財源見込額＋地方債
現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

将来負担比率 ＝ ×　100（％）

　標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政
需要額算入額）
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（３）実質赤字比率将来負担比率の算定

8,289万6千円である。

将 来 負 担 比 率 82.4

　　将来負担比率分子　　　　　    　　　　　　Ｃ＝（Ａ－Ｂ） 10,616,876

（単位：千円、％）

円）から元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額（14億8,712万7千円）を

控除した額で、３(3)実質公債費比率算定の際に用いた令和３年度の分母と同額の128億

将 来 負 担 比 率 分 子 Ｃ 10,616,876

将 来 負 担 比 率 分 母 12,882,896

　　充当可能財源等

⑨　充当可能基金 3,215,385

⑩　充当可能特定歳入（都市計画税、住宅使用料等） 5,663,851

⑪　基準財政需要額算入見込額 19,176,221

　　充当可能財源等合計（⑨～⑪）　　　　　　　　　　　　Ｂ 28,055,457

―

第三セクター等 ―

⑦　連結実質赤字額 ―

⑧　組合等連結実質赤字額負担見込額　 ―

　　将来負担額合計（①～⑧）　　　　　　　　　　　　　　Ａ 38,672,333

　将来負担比率の分子は、将来負担額から充当可能財源等を控除したものであり、次表のとお
りである。

（単位：千円）

将来負担比率の分子は106億1,687万6千円で、分母は標準財政規模（143億7,002万3千

項　　　　　　　　目 金　　　額

①　地方債の現在高 31,633,576

②　債務負担行為に基づく支出予定額 1,459,166

③　公営企業債等繰入見込額 4,226,287

④　組合負担等見込額 595,857

⑤　退職手当負担見込額　 757,447

⑥　地方公社等負担
　　見込額

地方道路公社 ―

土地開発公社
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５あ 資金不足比率

（１）対象となる会計対象となる会計

水道事業会計及び下水道事業会計である。

（２）実質赤字比率資金不足比率

＊

＊ 事業の規模とは、料金収入など主な営業活動から生じる収益等に相当する額である。

・ ＝ 営業収益の額－受託工事収益の額

（３）実質赤字比率資金不足比率の算定

流動資産 流動負債

　＋ 貸倒引当金 　－ 企業債等

（注）資金不足額又は剰余額の△表示は、資金剰余額を表している。

△ 417,715

Ａ

資 金 不 足 額

Ｂ 　不足額 Ｃ Ｄ＝(Ｂ-Ａ-Ｃ)

下 水 道 事 業

資金の不足額とは、一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業ごとに
算定した額であり、連結実質赤字比率に算入する資金不足額と同額である。

（流動負債－控除企業債等－控除引当金等）－（流動資産＋貸倒引
当金）－解消可能資金不足額

水 道 事 業 1,736,965 125,169 0 △ 1,611,796

歳 出 額 解消可能資金
区 分

272,673 0690,388

歳 入 額

区　　　分

解 消 可 能 資 金 不 足 額

資 金 不 足 額 又 は 剰 余 額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ＝(Ｂ-Ａ-Ｃ)

　資金不足比率とは、公営企業ごとの資金の不足額を事業の規模に対する割合で表したもので
ある。公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化した
もので、経営状態の悪化の度合いを示すものである。
本年度は、水道事業会計及び下水道事業会計共に剰余額が生じており、当該比率は発生してい
ない。

資金の不足額

資金不足比率 ＝ 　×　100（％）

事業の規模

＝

（単位：千円）

事 業 規 模

・ 資 金 の 不 足 額
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特別会計

健全化判断比率等の対象範囲

一

般

会

計

等

公営企業

国民健康保険事業会計

資金不足比率
（会計ごとに

算定）会 計 水道事業会計

介護保険会計

北海道市町村総合事務組合

後期高齢者医療会計

地方公社・第
三セクター等

北広島市土地開発公社

北広島市夜間急病協会

北海道市町村備荒資金組合

道央廃棄物処理組合

 ・広域連合 北海道後期高齢者医療広域連合

石狩東部広域水道企業団

北
 
広
 
島
 
市

公営企業会計

一般会計

霊園事業会計

石狩教育研修センター組合

一部事務組合 北海道市町村職員退職手当組合

下水道事業会計

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率 将

来
負
担
比
率
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■指標が示す財政状況

　地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足
比率について定められた数値です。
　公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上になると「経営健全化団体」となり、その公営企
業は、議会の議決を得て「経営健全化計画」を策定し、公営企業経営健全化に取り組まなければな
りません。
　この経営健全化計画では、資金不足比率を経営健全化基準未満とすることが求められます。

早 期 健 全 化 基 準

財 政 再 生 基 準

　地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により、自主的な財政
の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実
質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超える
ものとして定められた数値です。
　この健全化判断比率のいずれか一つでも財政再生基準以上になると「財政再生団体」となり、そ
の団体は、議会の議決を得て「財政再生計画」を策定し、財政の再生に取り組まなければなりませ
ん。また、この財政再生計画については、総務大臣の同意を得なければ地方債の借り入れができな
くなります。（将来負担比率については、直ちに財政運営の妨げになるとはかぎらないことから早
期健全化基準のみとなっています。）
　この財政再生計画では、実質赤字がある場合は、実質赤字比率をゼロにし、その他の指標が早期
健全化基準以上の場合は、その基準未満とすることが求められます。

　地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的か
つ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債
費比率及び将来負担比率の４指標（以下「健全化判断比率」という。）のそれぞれについて定めら
れた数値です。
　この健全化判断比率のいずれか一つでも早期健全化基準以上になると「早期健全化団体」とな
り、その団体は、議会の議決を得て「財政健全化計画」を策定し、財政の早期健全化に取り組まな
ければなりません。
　この財政健全化計画では、実質赤字がある場合は、実質赤字比率をゼロにし、その他の指標が早
期健全化基準以上の場合は、その基準未満とすることが求められます。

経 営 健 全 化 基 準
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